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【お問い合わせ】
徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課

☎ 088-677-3666／役場福祉課☎ 0884-77-3614

令和 5年度後期高齢者健康診査のお知らせ
　後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や
重症化の予防のため、健康診査を実施します。「健康診査受診券」が届いた方は、必ず受診
しましょう。

●対象となる方
  ※長期入院・施設入所等の方及び令和 5年 10月以降に後期高齢者医療制度に加入の方は、対象にはなりません。
▶申込みしなくても受診券が届く方
　1）令和4年10月1日から令和5年９月30日までに新規に加入した方（75歳になった方など）
　　　※�令和 5年 10月１日以降に後期高齢者医療制度に加入予定の方は、加入前の健康保険の特定健診を受診してください

（市町村国保の場合は、受診券の有効期限を確認して、期限内に受診してください）。

　2）令和 4年度に後期高齢者健康診査受診券で健診を受診された方
　　　※広域連合が受診を確認できた方に限ります。

　3）生活習慣病と診断されていない方
　　　※�生活習慣病とは、生活習慣が発症原因に深く関わっていると考えられる病気で、糖尿病、高血圧性疾患、脂質異常症、

虚血性心疾患、その他心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化、その他脳血管疾患、動脈硬化等があります。

▶申込みにより受診券が届く方
　1）上記 1～ 3以外の方で受診を希望する方
　　　※生活習慣病と診断されている方でも，申込みにより健診を受診できます。
　　○申込期間：６月中旬から 12月中旬まで
　　○申込先　：役場福祉課・由岐支所・健康増進課窓口に備付けの健康診査申込書でお申し込みください。

●受診券送付時期　
６月中旬から 12月中旬まで（加入時期や申込時期に応じて送付）

●受診費用
無料

●受診期間
「健康診査受診券」を受け取られたときから令和 5年 12月末まで

●健診項目
身体計測，血圧測定，血液検査（貧血検査含む），尿検査，心電図検査，眼底検査
※市町村国保の特定健診と同じ項目です。
※眼底検査は，医師の判断により検査が必要な方のみ実施します。
※がん検診は，お住まいの市町村へお問い合わせください。

●予約
受診する医療機関に事前予約が必要

●持参するもの
1）健康診査受診券・後期高齢者の質問票（受診券に同封しています）・被保険者証

子育て支援情報

日程 イベント名 時間 会場
5 月 １７日 水 すくすくサポート ��9:30 ～ 11:00 日和佐こども園

２５日 木 すくすくサポート �9:30～ 11:00
由岐こども園・赤松こども園・

阿部こども園
３１日 水 すくすくサポート �9:30～ 11:00 日和佐こども園

6 月 7 日 水 すくすくサポート �9:30～ 11:00 日和佐こども園

8 日 木 すくすくサポート �9:30～ 11:00
由岐こども園・赤松こども園・

阿部こども園

●子育て支援行事カレンダー

▶すくすくサポート（こども園の園開放）
　未入園児とその保護者の方を対象とした事業です。こども園の雰囲気を感じることができ、また子育てにつ
いて保育士と相談することができます。　
　申込予約は必要ありません。問い合わせは各こども園まで。
　※行事等により開放日が変更となる場合があります。
▶ももほっぺ（美波町地域子育て支援拠点）
　月間行事予定は美波町ホームページでご覧いただけます。 ももほっぺ

5月行事予定

発達支援が必要なお子さんのために
●各種手帳について
▶身体障害者手帳
　身体に障がいのある児童が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。１級から６級までの等級があ
ります。また、移動の困難さに応じて第１種と第２種の区分があります。
▶療育手帳
　知的障がいのある児童が療育・援助を受け、福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障がい
の程度によりA１、A2、B1、B2の区分があります。
▶精神障害者福祉手帳
　精神に障がいのある児童が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。１級から３級までの等級があ
ります。

●障害児通所支援
▶児童発達支援
　小学校に入学する前の子どもが、日常生活に必要な動作や知識を身につけるための支援をしてもらえます。
▶放課後等デイサービス
　学校に通う子どもが、授業が終わった後や夏休みなどに、生活能力を高めるために必要な支援を受けたり、　　　
他の子どもたちや地域の人たちとふれあうことができます。
▶保育所等訪問支援
　障がいのある子どもが通うこども園などを専門の職員が訪問し、他の子どもたちとの集団生活がうまくでき
るように支援してくれます。
　対象者　　身体に障がいがある児童、知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童（発達障がい児を含む）
　　　　　　こども女性相談センター、美波町保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
　　　　　　※手帳の有無は問いません。
　利用料　　世帯の所得に応じた負担があります。

【お問い合わせ】役場福祉課☎ 0884-77-3614

すくすくサポート
行事予定


